
2026年度 外国人留学生ガイドブック 

 

このガイドブックは、皆さんが日本で安全に学び、充実した学生生活を送るための重要なルール

と情報をまとめたものですので正しく理解しましょう。 

困ったときは、一人で悩まずにいつでも相談してください。 

 

 

 

1. 困ったときの相談窓口：国際センター 

留学生の皆さんの学生生活を全面的にサポートする拠点です。 

● 場所： 聖ヨハネ館（St. John's Hall）2階 

● 窓口受付時間： 月曜日～金曜日 9:10 - 16:40 

● 電話番号： 0725-92-7531 

● メールアドレス： ryugakusei@andrew.ac.jp 

【主な相談・手続き内容】 

● 在留資格（ビザ）の更新・変更手続き 

● 奨学金、授業料減免の申請 

● 毎月の「通学状況確認（在籍確認）」 

● アルバイト許可（資格外活動許可）の相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. キャンパスライフを支える主要施設 

 

施設名  

聖ヨハネ館 国際センター（ビザ・奨学金） 

キャリアセンター（就職相談） 

聖ペテロ館 教務課（授業・テスト・成績） 

学生支援課（生活相談） 

保健室（ケガ・病気・休養） 

聖トマス館 情報センター（PCを使った授業） 

自習室（レポート作成、ネット検索） 

1～3号館 講義教室（メインの授業棟） 

学習支援センター 

（勉強のやり方、レポートの書き方相談） 

聖アンデレ館 図書館 

（約 70万冊の蔵書、集中できる勉強スペース） 

教員の研究室 

食堂・カフェ 聖バルナバ館 

（2・3階：食堂、1階：フリースペース） 

聖マーガレット館（安くてお得なセットメニュー） 



 

3. 毎月の「通学状況確認」について 

 

● 目的と義務 

留学生には、毎月 1回、大学に行き「通学していること」を証明する義務があります。 

 

● 手続き方法： 指定期間内に、以下の 2点を持参して国際センターに来てください。 

1. 在留カード（原本） 

2. 学生証  

※どちらか一つでも忘れると確認ができません。 

 

【2026年度通学状況確認日程】 

● 4月： 4/10(金) - 4/16(木) 

● 5月： 5/7(木) - 5/13(水) 

● 6月： 6/1(月) - 6/5(金) 

● 7月： 7/1(水) - 7/7(火) 

● 10月： 10/1(木) - 10/7(水) 

● 11月： 11/2(月) - 11/6(金) 

● 12月： 12/1(火) - 12/7(月) 

● 1月： 1/7(木) - 1/13(水) 

    病気やトラブルで期間内に来られない場合  

     期間の最終日までに必ず国際センターへ連絡（電話・メール）し、日程変更の許可を 

  もらってください。 

    無断で期間を過ぎた場合 

1. 奨学金や授業料減免が「停止」または「取り消し」になります。 

2. 月末までに連絡がない場合、文部科学省・出入国在留管理局へ「所在不明」として

報告されます。 

 

 



 

 

 

 

4. 国民健康保険について 

● メリット： 病院での支払いが 3割なります。 

（例：風邪で約 10,000円の医療費がかかっても、 

          支払いは約 3,000円で済みます） 

● 加入していない場合、大学の奨学金や授業料応急減免に                                                      

申し込めません。 

 

● 手続き： 住んでいる町の市役所・区役所へ行き、窓口で 

                           手続きをしてください。 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

5. 在留資格（ビザ）の管理と更新 

在留カードは日本にいるための大切なものです。 

期限が切れる約 3ヶ月前から準備を開始しましょう 

-------------------------------------------------------------------------------- 

6. アルバイト（資格外活動許可）のルール 

ルールを破ると「不法就労」となり、ビザが取り消されます。 

● 必須手続き：アルバイトの面接を受ける前に必ず「資格外活動許可」を取得すること。 

● 労働時間について（厳守） 

学期中:週 28時間以内（複数のアルバイトを掛け持ちする場合も合計で 28時間以内） 



            長期休業期間：1日 8時間以内（夏休み・冬休み・春休みなど） 

● 禁止職種 以下の仕事は法律違反です。発覚するとビザを失います。 

○ 夜の接待業（キャバレー、スナック）、お酒の席、照明が暗い（10ルクス以下）

喫茶店やバー、 

○ ギャンブル関連（パチンコ店、スロット店、麻雀屋） 

○ 性風俗・アダルト関連（ラブホテル、アダルトショップ、ソープランド、ヘルス等

での勤務、アダルトビデオ販売など） 

○ 個人の無許可ビジネス（無許可の輸出入、代理販売など   等 

7. 奨学金・授業料応急減免 

● 申請の条件： 

○ 国民健康保険： 加入が必須です。未加入の場合、サポートは一切受けられませ

ん。 

○ ゆうちょ銀行： 学費引落と奨学金振込のため、口座登録が必須です。 

○ 成績： 日頃の学習状況が最も重視されます。 

 

● 奨学金の募集について 

 大学からの個別案内はありません。M-Port、国際センターWeb、大学メールを毎日自分

でチェックしてください。 

 

● 授業料応急減免について 

 家計急変（海外送金の停止、災害、家計支持者の死亡など）により退学の危機にある学生

のための制度です。 

○ 締切：春学期 5/20、秋学期 11/20 

○ 注意点： 申請期限の約 2ヶ月前には国際センターに相談してください。一度払っ

てしまった学費は、後から返金（キャンセル）できません。 授業料応急減免の結

果が出るまで支払いを伸ばす「延納手続き」がセットで必要です。 

   

  ※奨学金情報は以下のサイトに掲載されます。必ず定期的に確認をしてください。 

 

 

 

 



8. 授業時間について 

● 桃山学院大学の授業時間は以下のとおりです（※すべて 90分間の授業です） 

・1時限：9時 20分から 10時 50分まで 

・2時限：11時から 12時 30分まで 

・3時限：13時 20分から 14時 50分まで 

・4時限：15時から 16時 30分まで 

・5時限：16時 40分から 18時 10分まで 

 

 

9. 年間の大学のスケジュールについて 

最終ページの「学年暦」を確認してください。 

 

10. その他 

①緊急連絡先について 

 緊急連絡先を以下の QRコードから入力して、送信してください。 

 

 

 

 

 

②在留資格に関するアンケートについて 

 入学手続き案内書にも記載しております通り、「留学」資格をもっている外国人留学生 

は、入管法および文部科学省の指導によりに必要な手続きがあります。下記 QRコードま 

たは URLかアクセスし、回答してください。 

 

 



  



 


